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中山間地域は河川の上流に位置するなど、その立地条件から国土の保全、水源のかん養、

景観の形成などの多面的機能を有している。しかし、農業生産条件の不利性等から担い手

が減少、耕作放棄地が増加し、その機能の低下が懸念されている。 

このため、農業生産の維持を通じて多面的機能を確保・増進する観点から、自然的、社

会的条件等が不利な中山間地域等に対し、平坦地域との生産費格差の８割を補正する直接

支払制度を実施する。また、併せて、将来にわたり農地が保全されるよう自律的かつ継続

的な農業生産体制整備に向けた前向きな取組等を推進する。 

 

  

○協定締結数 

９９協定 《うち体制整備単価協定：９７協定（９７．９％）》 

※体制整備単価（通常単価）とは 

将来にわたり適正に農地が保全されるよう、自律的かつ継続的な農業生産体制

整備に向けて、地域の実情に即した前向きな取組等を実践することを要件とす

る交付単価（協定書の主な内容は別紙①のとおり） 

 

○協定参加者数 

延べ ３，２３６人（うち農業者数：３，００８人、その他：２２８人） 

 

○協定締結面積 

１，８１９．３４５９ｈａ 

【 内 訳 】                  （単位：ｈａ） 

区分 
通常単価協定 ８割単価協定 

計 
面積 面積 

田 1,511.5861 21.7362 1,533.3223 

畑 286.0236 0 286.0236 

計 1,797.6097 21.7362 1,819.3459 

 

 

○交付金額                         ※単位未満は切り捨て 

３２４，９５０千円 

（国庫：１６０，３１３千円、県費：８２，３１８千円、市費：８２，３１８千円） 
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               ※単位未満は切り捨て 

○ 地域別交付金額（多い順）    

１ 肥 前 地 域…………………１０４，７３４千円（面積：４５２ｈａ、協定数：２１） 

２ 七 山 地 域…………………  ５５，８６１千円（面積：３５３ｈａ、協定数：１３） 

３ 唐 津 地 域…………………  ５４，９５５千円（面積：３２５ｈａ、協定数：１９） 

４ 鎮 西 地 域…………………  ３８，７０７千円（面積：２２８ｈａ、協定数：１９） 

５ 厳 木 地 域…………………  ３２，５６２千円（面積：１７１ｈａ、協定数：１０） 

６ 相 知 地 域…………………  １８，４７９千円（面積： ９３ｈａ、協定数：７） 

７ 北波多地域…………………  １３，４５５千円（面積：１２８ｈａ、協定数：６） 

８ 浜 玉 地 域…………………   ５，２１８千円（面積： ５０ｈａ、協定数：３） 

９ 呼 子 地 域…………………     ９７６千円（面積： １３ｈａ、協定数：１） 

○ 協定集落別交付金額（多い順） 

１ 新木場（肥前）…………… １６，０８９千円（面積： ６４ｈａ） 

２ 池 原（七山）…………… １４，２３２千円（面積： ６６ｈａ） 

３ 天 川（厳木）…………… １０，６４６千円（面積： ４５ｈａ） 

４ 入 野（肥前）…………… １０，２４８千円（面積： ４４ｈａ） 

５ 瓜ヶ坂（肥前）……………  ９，２５１千円（面積： ３４ｈａ） 

６ 中 浦（肥前）……………  ８，９１６千円（面積： ３５ｈａ） 

７ 馬 川（七山） …………… ８，８６４千円（面積： ３４ｈａ） 

８ 蕨 野（相知）……………  ８，１５４千円（面積： ２６ｈａ） 

 

※１協定集落当りの平均交付金額 ３２８万円（平均面積：１８ｈａ） 

 

○ 交付金の使途 

個人配分：１８０，３１７千円(56.5％)  共同取組活動費：１３８，９４８千円(43.5%) 

【共同取組活動費の使途内訳】 ※前年度繰越金等を含めた支出額 （単位：千円、％） 

項  目 金  額 全体に対する割合 前年度比 

農道・水路管理費 27,040 13.9 4.1 

役員報酬 18,926 9.7 2.0 

農地管理費 26,990 13.9 23.0 

鳥獣被害防止対策費 14,083 7.3 △4.3 

研修会費 846 0.4 6.4 

共同利用機械購入費 12,220 6.3 46.6 

多面的機能増進活動費 6,475 3.4 8.8 

共同利用施設整備費 8,440 4.3 △20.4 

積立金 7,350 3.8 △29.3 

その他（事務費・会議費・次年度繰越金等） 72,001 37.0 6.0 

計 194,371 100.0 5.0 
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【項目別にみる協定の上位】 

１ 令和４年度交付金額のうち共同取組活動費への充当金額   （単位：人、％、千円） 

順 地域名 協定名 参加者数 
共同取組活動費への充当 

主な共同活動費 
割合 金額 

１ 肥前 新木場 83 50 8,044 共同利用施設整備、農用地管理 

２ 肥前 入野 105 60 6,149 農用地管理、農道・水路管理 

３ 七山 池原 94 40 5,627 農用地管理、鳥獣対策 

４ 厳木 天川 26 50 5,323 農道・水路管理、鳥獣対策 

５ 肥前 中浦 49 60 5,312 農道・水路管理、農用地管理 

 

２ 農道・水路管理費の支出金額                 （単位：人、千円） 

順 地域名 協定名 参加者数 
共同取組活動

費支出総額 
摘   要 

１ 厳木 天川 26 2,305  

２ 肥前 中浦 49 1,515  

３ 肥前 入野東第１ 34 1,272  

４ 肥前 瓜ヶ坂 48 1,095  

５ 相知 佐里上 16 869  

 

３ 鳥獣被害防止対策費の支出金額                （単位：人、千円） 

順 地域名 協定名 参加者数 
共同取組活動

費支出総額 
摘   要 

１ 肥前 新木場 83 1,087  

２ 肥前 瓜ヶ坂 48 1,048  

３ 鎮西 石室 56 878  

４ 肥前 梅崎 13 778  

５ 鎮西 赤木 56 768  

 

４ 農用地管理費の支出金額                   （単位：人、千円） 

順 地域名 協定名 参加者数 
共同取組活動

費支出総額 
摘   要 

１ 肥前 新木場 83 4,011  

２ 肥前 入野 105 2,261  

３ 七山 池原 94 1,708  

４ 肥前 切木 39 1,463  

５ 七山 荒川 38 1,427  
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 ５ 農業者ひとり当たりの協定農用地面積（平均値）        （単位：人、㎡） 

順 地域名 協定名 
協定 

参加者数 

うち 

農業者数 

協定農用地面積 

合計 農業者ひとり 

当たり平均 

（参考）参加者 

ひとり当たり平均 

１ 北波多 成渕 24 24 539,849 22,494 22,494 

２ 唐津 重河内 11 11 232,554 21,141 21,141 

３ 北波多 志気 25 24 472,793 20,533 19,712 

４ 厳木 天川 26 26 453,286 17,434 17,434 

５ 厳木 広川 14 14 211,715 15,123 15,123 

全体 99協定 3,236 3,008 18,193,459 6,048 5,622 

 

 ６ 農業者ひとり当たりの急傾斜農用地面積（平均値）       （単位：人、㎡） 

順 地域名 協定名 
協定 

参加者数 

うち 

農業者数 

急傾斜農用地面積（田畑合算） 

合計 農業者ひとり 

当たり平均 

（参考）参加者 

ひとり当たり平均 

１ 唐津 重河内 11 11 201,397 18,309 18,309 

２ 厳木 天川 26 26 453,286 17,434 17,434 

３ 厳木 広川 14 14 211,715 15,123 15,123 

４ 肥前 梅崎 13 13 164,972 12,690 12,690 

５ 北波多 成渕 24 24 303,550 12,648 12,648 

全体 99協定 3,236 3,008 12,772,292 4,246 3,947 

※急傾斜農用地面積には超急傾斜農用地を含む 

 

 

【集落協定参加者の年齢構成（令和 5年 3月末時点）】 （単位：人、％） 

区分 協定参加者数 割合 

４４歳以下 114 3.6 

４５歳～５４歳 323 10.1 

５５歳～６４歳 792 24.8 

６５歳～７４歳 1,250 39.0 

７５歳以上 719 22.5 

99協定の計 3,198 100.0 

  ※協定参加者総数 3,236のうち、38は法人・農業生産組織等のためカウントしない 
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体制整備単価（通常単価）の取組状況 【選択集落：９７集落】 

地域名 協定数 

唐津 １９ 

浜玉 ３ 

厳木 １０ 

相知 ７ 

北波多 ６ 

肥前 ２１ 

鎮西 １８ 

呼子 ０ 

七山 １３ 

 

 

 ◆集落戦略の作成 

 集落戦略とは、協定農用地の将来像並びに、協定農用地を含む集落全体の将来像、

課題、対策について、協定参加者で話合いを行いながら作成する、集落全体の指針。 

◆集落戦略の項目 

○協定農用地の将来像 

○協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状 

○集落の現状を踏まえた対策の方向性 

○具体的な対策に向けた検討 

○今後の対策の具体的内容及びスケジュール 

○農業生産活動等の継続のための支援体制 
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                    ※単位未満は切り捨て 

 ○棚田地域振興活動加算（認定棚田地域振興活動計画（認定計画）に基づき、棚田地域の振興に取り組む）  

    取組協定数：１協定（蕨野集落協定） 

    対象面積計：２２ｈａ 

    加算金額計：３，２１２千円  

 

  棚田地域振興活動加算の取組状況 

項目 主な取組 

棚田等の保全

に関する目標 

令和６年度までに蕨野の棚田の保全活動に取り組む企業ボランティア３

団体から、新たな担い手として個人ボランティアなど１０名増加させる。 

棚田等の保全

を通じた多面

にわたる機能

の維持・発揮に

関する目標 

令和６年度までに蕨野地区の伝統文化である蕨野浮立を後世に引き継い

でいくため、映像の記録や外部への発信などに取り組み、後継者１名を育

成する。 

棚田を核とし

た棚田地域の

振興に関する

目標 

令和６年度までにウォーキング、音楽、棚田保全のイベントを継続して開

催するとともに、新たにフォトコンテストを企画し開催することで交流人

口を６００人から７００人に増加させる。 

 

○超急傾斜農地保全管理加算（超急傾斜農用地【田：1/10以上、畑：20度以上】の保全や有効活用に取り組む）  

   取組協定数：４０協定 

  対象面積計：４６４ｈａ 

 加算金額計：２７，８５１千円 

 

 超急傾斜農地保全管理加算要件の取組状況 

項目 主な取組 取組協定数 

保全活動 

法面の維持・管理 ２ 

耕作道、ほ場進入路等の維持 ３ 

作業足場の設置、ほ場進入路の改良等 １ 

農地の土壌保全（地区外からの土壌流入・流出防止） ０ 

農薬散布等施設の整備 ４ 

共同防除体制の構築（ヘリ防除等） １ 

鳥獣害防止施設（ワイヤーメッシュ・電気牧柵等） の設置・維持管理 ３０ 

その他 ０ 

販促活動 

農産物ＰＲのための共通パッケージ・パンフレットの作成・活用  ７ 

農産物の加工、直売所等での販売、ブランド化 １３ 

景観作物の植栽 ０ 

環境に配慮した農業の取組による都市住民へのＰＲ ０ 
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都市住民を対象にした交流事業（棚田ウォーク等） ２１ 

来訪者のための施設の設置・運営 ０ 

棚田オーナー制度の実施 ０ 

その他 ０ 

 

○集落協定広域化加算（複数集落が連携した広域集落協定が主導的な役割を担う人材の確保を行い体制強化等に取り組む） 

    取組協定数：１協定（中浦棚田組合） 

    対象面積計：３５ｈａ 

    加算金額計：９８８千円 

 

  集落協定広域化加算の取組状況 

項目 主な取組 

主導的な役割

を担う人材の

確保 

広域化した集落の中心となり、協定に沿った農業生産活動等をマネジメン

トする人材を１名確保する。→農事組合法人楽々ファーム中浦 

広域化により

実現する農業

生産活動を維

持するための

体制作り 

１６．５haの農地において、担い手が中心となって農作業を行い、他の参

加者がその補助をする作業体制を構築する。 

 

○集落機能強化加算（新たな人材の確保や集落機能（営農に関するもの以外）の強化に取り組む） 

    該当なし 

 

○生産性向上加算（農産物のブランド化やスマート農業の活用等生産性向上に取り組む） 

取組協定数：２協定（中浦棚田組合、赤木集落協定） 

    対象面積計：６３ｈａ 

    加算金額計：１，５５４千円 

 

  生産性向上加算の取組状況 

項目 主な取組 

農業生産性の

向上を図る取

組 

ドローンを導入し、ドローンを活用した共同農薬散布を田１０ｈａで実施

する（中浦棚田組合） 

大型トラクター導入による畔塗・耕うん作業等の共同化を協定農用地の３

０％以上で実施する（赤木集落協定） 
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                  ※単位未満は切り捨て 

○協定締結面積 

（単位：ｈａ） 

区

分 

単価 

区分 

Ｈ３０年度 

①  

Ｒ元年度 

 

Ｒ２年度 

 

Ｒ３年度 

 

Ｒ４年度 

② 

５年前との比較 

②－① ②／① 

田 

通常 １，６４４ １，６４２ １，４９１ １，５０５ １５，１２ △１３２ ９１．９％ 

８割 １７ １７ ３８ ２７ ２１ ４ １２３．５％ 

計 １，６６１ １，６５９ １，５２９ １，５３２ １５，３３ △１２８ ９２．２％ 

畑 

通常 ３３３ ３３３ ２７５ ２８３ ２８６ △４７ ８５．８％ 

８割 ２ ２ ６ ０ ０ △２ - 

計 ３３５ ３３５ ２８１ ２８３ ２８６ △４９ ８５．３％ 

計 

通常 １，９７７ １，９７５ １，７６６ １，７８８ １，７９８ △１７９ ９０．９％ 

８割 １９ １９ ４４ ２７ ２１ ２ １１０．５％ 

計 １，９９６ １，９９４ １，８１０ １，８１５ １，８１９ △１７７ ９１．１％ 

 

 

 ○協定締結数 

区分 
Ｈ３０年度 

①  

Ｒ元年度 

 

Ｒ２年度 

 

Ｒ３年度 

 

Ｒ４年度 

② 

増減数 

②－① 

通常単価協定 １０２ １０２ ９５ ９６ ９７ △５ 

８割単価協定 ３ ３ ４ ３ ２ △１ 

計 １０５ １０５ ９９ ９９ ９９ △６ 

 

○体制整備単価（通常単価）の面積割合                （単位：％） 

区分 
Ｈ３０年度 

①  

Ｒ元年度 

 

Ｒ２年度 

 

Ｒ３年度 

 

Ｒ４年度 

② 

比 較 

②－① 

田 ９８．９ ９８．９ ９７．４ ９８．１ ９８．５ △０．４ 

畑 ９９．３ ９９．４ ９７．６ １００．０ １００．０  ０．７ 

計 ９８．９ ９９．０ ９７．５ ９８．４ ９８．８ △０．１ 
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○対象地域 

  ・自然的、経済的、社会的条件が不利な地域振興立法の指定地域 

   （特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、棚田地域振興法） 

  ・上記地域に準じた地域（知事特認地域） 

 

○対象農用地 

１ｈａ以上の一団の農振農用地であって、次のいずれかの農用地 

 
 

○交付単価 

地 目 区  分 １０ａ当たり単価  

田 
急傾斜 ２１,０００円  

       体制整備単価 

（通常単価） 

      ※第１期対策と同額 

緩傾斜  ８,０００円 

畑 
急傾斜 １１,５００円 

緩傾斜  ３,５００円 

・最低限の活動の場合は上記単価の８割が交付額となる 

 

○加算措置    

区  分 １０ａ当たり単価 上限額 区分 

棚田地域振興活動加算 １０，０００円 

 

なし 急傾斜 

（田：1/20 畑：15°以上） 

 １４，０００円 なし 超急傾斜  

（田：1/10 畑：20°以上） 

超急傾斜農地保全管理加算 ６，０００円 なし 超急傾斜  

（田：1/10 畑：20°以上） 

集落協定広域化加算 ３，０００円 ２００万円／年度  

集落機能強化加算  ３，０００円 ２００万円／年度  

生産性向上加算 ３，０００円 ２００万円／年度  

  ・棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農

水田 傾斜1/100以上1/20未満 畑 傾斜8°以上15°未満 水田 傾斜1/20以上 畑 傾斜15°以上 

○急傾斜地 ○緩傾斜地 
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地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれの加算についても交付を行わな

いものとする。 

・同一農用地を対象として複数の加算の交付を受ける協定については、加算を適用する順序を決

定するとともに、同一農用地に最初に適用される加算以外の加算について、１０ａ当たり単価に

１，０００円を減じた額とする。 

 

○実施期間   第１期対策 平成１２年度～平成１６年度 

        第２期対策 平成１７年度～平成２１年度 

        第３期対策 平成２２年度～平成２６年度 

        第４期対策 平成２７年度～令和 元 年度 

        第５期対策 令和 ２ 年度～令和 ６ 年度 

 

○対象者 

  集落協定に基づき農業生産活動等を行う農業者、生産組織等 


